
福祉保健課

高齢者向け給付金の申請は
お済みですか？
　町では、「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時
福祉給付金）」の申請を受け付けています。支給対象者
と見込まれる方には、３月中旬以降、申請書を郵送して
います。給付金を受給するには、申請書の提出が必要で
すので、期限まで忘れずに申請してください。なお、右
記の支給対象要件に該当する方で通知が届かない場合
は、お問い合わせください。

■支給対象者
　平成27年度臨時福祉給付金の対象者（※）のうち、平成
28年度中に65歳以上となる方（昭和27年/1952年４月
１日以前に生まれた方）
※平成27年度分の市町村民税（均等割）が課税されてい
　ない方（ただし、平成27年度分の市町村民税（均等割）
　が課税されている方に扶養されている方などは除きま
　す。）
支 給 額●支給対象者１人につき　３万円
申請期限●６月30日㈭

指定医療機関でも特定健康診査を受診できます
毎年１回は特定健診を受けましょう！
　特定健診は指定医療機関でも受診できます。
　早朝総合健診の申し込み調べの際に「医療機関で受け
る」と回答した40歳以上の国民健康保険加入者の方で、
病院受診希望の方には、「特定健康診査受診券」（オレン
ジ色）を送付しています。指定医療機関に予約の上、12
月末まで忘れずに受診してください。費用は「無料」で
す（全て美郷町で負担します）。

　また、特定健診の申し込みを忘れた方、新たに美郷町
国民健康保険に加入した方には随時、受診券を交付しま
すのでご連絡ください。かかりつけ医が指定医療機関で
定期的に受診している方でも、年一回は受診券を利用し
てください。
※指定医療機関リストは受診券と一緒に同封しています
　ので、ご確認ください。
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平成28年度国民健康保険・後期高齢者医療
人間ドック等助成金制度をご利用ください
　美郷町国民健康保険または後期高齢者医療
に加入している方を対象に、人間ドックまた
は脳ドックの費用の一部を助成しています。
早朝総合健診を受診できなかった方や、初め
てドックを受けてみたい方など、平成28年
度中にドックを受診したい方は町福祉保健課
医療保険班までお問い合わせください。
　全ての医療機関でのドック受診が対象です。
申込期限●12月28日㈬

①下記の町契約医療機関で受診する場合
　ドック費用額から助成金が差し引かれて請求されます。
②下記の町契約健診機関以外で受診する場合
　ドック費用を全額支払った後、町から助成金を交付します。
　①、②いずれの場合も、ドック受診前に必ず「人間ドック等
助成金申請書」を提出してください。助成金の申請書は町福祉
保健課および六郷・仙南の各出張所に備えつけています。

人間ドック

対　　象

脳ドック 大石脳外科クリニック 大石脳外科クリニック

美郷町国民健康保険加入者（40歳～ 74歳） 後期高齢者医療加入者（75歳以上）

秋田県総合保健センター、
大曲厚生医療センター（旧仙北組合総合病院）、
平鹿総合病院、大曲中通病院、市立大森病院

秋田県総合保健センター、
大曲厚生医療センター（旧仙北組合総合病院）、
大曲中通病院、市立大森病院
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福祉保健課

現況届の提出は６月30日（木）までです
　現況届は、６月１日の状況を把握し、６月分以降の児
童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生
計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するた
めのものです。現況届は６月30日㈭までに町福祉保健
課または六郷・仙南の各出張所へ提出してください。提
出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくな
りますのでご注意ください。該当する方には現況届書類
を送付しています。
■現況届に必要な添付書類
・申請者が被用者（会社員など）の場合
　→健康保険被保険者証の写し（※美郷町の国民健康保
　　険加入の方は不要）
・平成28年１月１日に町外に住所があった場合
　→前住所地の市区町村長が発行する平成27年分の児
　　童手当用所得証明書
※この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場
　合があります。

【児童手当制度】
■支給対象
　中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３月31日
まで）の児童を養育している方
■支給時期
　原則として、毎年６月、10月、２月に、それぞれの
前月分までの手当を支給します。
■支給額（児童一人当たり）

※「第３子以降」とは、養育する児童のうち、18歳に
　達する日以降の最初の３月31日までの間にあって、
　年齢が上から数えて３番目以降の児童をいいます。

町福祉保健課　福祉班　☎0187（84）4907問

児童手当制度のご案内

支給月額対象年齢等
３歳未満

中学生
３歳以上小学校修了前

所得制限限度額以上

15,000円

10,000円
5,000円

10,000円（第３子以降は15,000円）

住宅名 戸数 間取り 駐車場所在 家賃（円）構造／階数

募集期限●６月15日㈬
入居資格●
　住宅に困窮している方
　現に同居し、または同居しようとする親族がいる方
　入居者全員の収入合計が収入基準以下である方
　国税、地方税および公共料金等を滞納していない方
申込方法●
　下記窓口に備え付けの「町営住宅入居申込書」に個人
番号等の必要事項を記入し、保証人を予定している方の
所得証明書・納税証明書を添付して提出してください。
※入居申込者の個人番号カード等をご持参ください。
選考方法●
　住宅に困窮する度合いの高い方を優先しますが、住宅

困窮順位を定め難い場合は公開抽選を行います。
■入居時の主な注意事項
　入居時期は７月上旬を予定しています。
　収入基準額以上の収入のある町内在住の連帯保証人　
　（１名）が必要です。
　敷金の納入（家賃の３ヶ月分）が必要です。
　犬、猫等のペットは飼うことができません。
　車は各住宅で定められた台数までしか駐車できません。
　その他、条例等によります。
※申込書は一旦お預かりして不足書類がないか確認した
　うえで受理します。不足書類がある場合はご連絡しま
　すので期限内に提出してください。
※入居決定前の見学は行っていません。

町営住宅の入居者を募集します

建　設　課

町建設課　建設管理班　☎0187（84）4910申・問
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